
平成21年12月橋本市議会定例会会議録（第６号）その４ 

平成21年12月18日（金） 

                                          

   

 日程第５ 議案第22号 平成21年度橋本市

一般会計補正予算（第８号）について か

ら、日程第16 議案第33号 工事請負契約

の締結について までの12件 

○議長（中西峰雄君）日程第５ 議案第22号 

平成21年度橋本市一般会計補正予算（第８号）

について から、日程第16 議案第33号 工

事請負契約の締結について までの12件を一

括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）おはようございます。 

 それでは、本日、追加提案をいたしました

議案につきましてご説明を申し上げます。 

 議案第22号から議案第32号までは、平成21

年度橋本市一般会計補正予算（第８号）をは

じめ、各特別会計・企業会計とも人件費を補

正するものであり、議案第33号は、工事請負

契約の締結についての議会議決をお願いする

ものでございます。 

 議案第22号から議案第32号までの各会計補

正予算は、今議会の開会日に、「橋本市特別職

給与条例等の一部を改正する条例について」

を可決していただきましたので、これらの人

件費と退職勧奨により増加した職員の退職手

当などを補正するものでございます。 

 また、同時に議員提案を賜り可決していた

だきました「橋本市報酬及び費用弁償等支給

条例の一部を改正する条例」により、減額と

なった議員報酬についても減額補正をさせて

いただきましたので、よろしくご審議を賜り

ますようお願いをいたします。 

 議案第33号は、工事請負契約の締結につい

てであります。これは、橋本クリーンセンタ

ー解体撤去工事の施工のため、制限付一般競

争入札を執行いたしましたところ、三井住友

建設株式会社大阪支店が落札しましたので、

請負契約を締結するにあたり、議会の議決を

求めるものであります。 

 以上、議案12件についてご説明を申し上げ

ました。議員各位には、よろしくご審議の上、

ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中西峰雄君）市長の説明が終わりま

した。 

 これより、議案第22号から議案第32号まで

の11件について、一括して質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）補正予算の歳入のほう

の５ページになると思うんですが、退職手当

債、先ほど市長の趣旨説明で、退職者が増え

たので手当債を発行したと思うんですが、聞

きたいのは、現時点でこれが通過したとして、

退職手当債の今発行してある総額は、これを

含めていくらになるのか。それの返済計画は

概ねどうなっているのか教えてください。 

○議長（中西峰雄君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）岩田議員のご質問

にお答えいたします。 

 退職手当債につきましては、本年度当初予

算の段階で１億340万円を予算計上いたして

おります。今回、12月の補正額１億5,940万円

を合計いたしますと２億6,280万円となりま

す。返済計画につきましては、これは通常の

起債と同じように、期間につきましては基本

的には15年償還、３年据え置きの15年償還を

予定いたしております。 

 －281－



○議長（中西峰雄君）11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）だいたい15年返済して

いくとしたら、もうちょっと詳しく、今２

億6,280万円、これは今年度だけやと思うんで

すが、それを返していくとするんであれば、

だいたい１年にどのぐらい返していかんなん

ようになるのかを教えてください。 

○議長（中西峰雄君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）ちょっと今、利息

計算まではしてませんのですけども、元金ベ

ースでは、単純に15年でいきますと1,750万円

程度になろうかと思います。その中に利息が

計算されてくるわけですけども、利息的には、

今、金利はだいたい、直近の買った金利で

は1.87ぐらいだったと思いますので、それを

掛け合わすということになるんですけども、

単純にちょっと計算できませんので、だいた

い2,000万円までは、1,900万円前後になろう

かとは思います。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第22号か

ら議案第32号までの11件については、会議規

則第37条第３項の規定により、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより、議案第22号から議案第32号まで

の11件について、一括して討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第22号 平成21年度橋本市

一般会計補正予算（第８号）について から、

議案第32号 平成21年度橋本市病院事業会計

補正予算（第５号）について までの11件を

一括して採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第22号から議案第32号まで

の11件については原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第33号について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）クリーンセンターの解

体撤去工事入札なんですけども、確かに今、

先ほどでは制限付ということでありましたん

ですけども、金額的にも１億8,000万円の金額

やということなんですけども、私がいつも言

っているように、解体工事なので、何か特殊

なものが出てくるような解体工事なのか。 

 また、このメンバーの中で入札参加業者、

安藤、竹中、三井住友と、以上３社が入札に

参加したんやけど、私が言うておるように、

こういうふうなゼネコン関係というのは、下

請け業者ですべて現場を賄っているというの

が現状です。ですから、これに関しまして、

別に地元業者の中でもいろんな形の中で、金

額的にも１億8,000万円足らずの工事であっ

たら、別にほかのところと協力しながら、今

ここのところ、年末において冷えてるんやか

ら、まあ解体工事です。さほど難しい技術を

必要とするとは私は思ってません。要は手の

数とかそういうものを、またどこかから、こ

この落としたところみたいに、ゼネコンみた

いに引っ張ってきたらそれだけで済むだけの
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工事ですんでね。なぜ、この３社だけになっ

た理由。また、市内業者にはそういうふうな

ことができないという能力をもって、この３

社だけにしたのかどうか。その辺のところ、

ちょっと答弁お願いします。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）まず１点目なんで

すけれども、特殊な事情があるのかというこ

とでございますが、ご存じの橋本クリーンセ

ンターにつきましては、ごみ焼却場というこ

とで、ダイオキシン対策が最重要課題となっ

てまいります。そういうことで、取り壊す段

階で周辺に暴露さすということはできません

ので、この部分につきましては、廃棄物焼却

施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防

止対策要綱、厚生労働省労働基準局の要綱を

最重要課題としたために、今回、制限付一般

競争入札をさせていただいたということでご

ざいます。 

 それから、なぜ３社かということなんです

けれども、制限付競争入札で公告を行った結

果、該当する業者が、応札者が結果的に３社

であったということでございます。 

 それから、市内の下請け業者を市内の事業

者でというご質問かと思いますけれども、こ

れにつきましては、市のほうから直接市内の

業者、この業者をあの業者をということは指

示はできませんので、これは事業者、三井住

友建設株式会社大阪支店のほうの、自主的な

判断にゆだねることになります。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）ダイオキシン問題とい

うことで、言ってることは理解もできるんで

すけども、ダイオキシン対策って、別に灰の

中に含まれているダイオキシンをきっちり撤

去するという、俗に言う簡単な作業なんです

よ。私もダイオキシン対策でいろいろ、うち

の業種にも関係してくることですから、仕事

の中で建築ということがありますので、さほ

ど難しい対応ではなくて済むんですよ。多分、

橋本市内の業者もそういうふうなことは受け

てると思いますよ。いろんな形の中でダイオ

キシンと出るのはね。 

 だから、今、部長に質問したのは、そうい

う講習も受けて、それに該当するような形の

中で、市内業者に対してのこういうふうな、

別にどこを示せなんて私は言うてないんです

よ。市内業者の中でできるんであれば、市内

業者の中である程度絞った入札も考えられる

じゃないですかということを言うておるんで

すよ。僕はそこを言うておるんですよ。だか

ら、どこがどうあってどうと言うておるのと

違うんですよ。だから、全体市内業者の中で

こういうふうな基準、講習を受けて、こうい

うふうなことのちゃんとできるという業者を

把握して、でしょう。その中で入札の時に全

部、それ、書類出しますやんか。私らも知っ

てますけど、どれだけの資格を持って、どな

いしてこないしてというのはね。全部出すは

ずですよ。それをもって、きちっと市内業者

の中で対応できるものなのか、いや、市内業

者では対応できないものなのかという判断を、

どのような形でしたかということを私は聞き

たいんですよ。 

 というのは、このままでは本当に、これ、

またほかのところもありますわね。やっぱり

なぜ外に仕事を出すかという。私はもしあれ

やったらＪＶ組んでもええと思うんですよ。

いつも言うてるように。これは市内業者とそ

ういう資格があるところで、大きなところと

組んでやらしてもええやろうし。そういうふ

うな前向きな対策というものを、今まで私、

こういう入札あるごとにずっと言ってきまし

たわね。市内業者を無視したような指名をや

っているから、その辺のところをどういうふ
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うに考えてるんか。  以上です。 

 また、そういうような形の中で、市内業者

で、これだけの仕事をできるところが何ぼあ

るか把握してるのか、把握してないのか。と

いうのは、入札指名のときにちゃんと書類全

部提出さしますやんか。どういう仕事するん

ですかと。それ、全部データを持ってるでし

ょう。だから、そういうものを含めて、きち

っと検討した中での入札が行われたらどうか

と。市内業者をどういうふうな形でするかと

いうのを行われたらどうかと。その辺のとこ

ろ、説明お願いします。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 12番 辻本君。 

○12番（辻本 勉君）この入札なんですけど

も、ちなみに高野口も含めまして、落札率

が60％を切っておるということだと思うんで

す。これがどこに原因があるのか。試算が大

変甘いのか、ほんまに適正な工事をされて、

これぐらいの落札率になるんかどうか、ちょ

っと大変心配な点もあるんです。それを調査

されておって、議案の提出が遅れておるんだ

と思うんですけども、その辺の問題解決をさ

れておるんか。 ○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）この制限付一般競

争入札を実施するに伴いまして、事前に入札

公告を行っております。その中で、橋本市と

して、入札に参加する者に必要な資格という

大前提条件を設定してございます。細かくは

九つあるわけでございますが、まず大きな項

目としましては、入札日現在で最新の経営規

模等評価結果通知書、総合評定値通知書の建

築一式工事の総合評点値が1,000点以上のも

のであることということで、うたわさせてい

ただいております。 

 それと、試算の問題なんですけども、ここ

でこれぐらいの金額で60％を切ってきますと、

全体的に落札率を見たときに、かなり大きく

下がってくると思うんですね。そしたら、形

としてはいいんですけどね。落札率が下がっ

て、市が努力をしておるということで、大変

安く工事やってもらってますよということで

いいんですが、実質的には、それがほんまに

正しいかどうかというのは大変疑問な点があ

るんです。これ、59％台というのがほんまに

いいんかどうかというか、その試算をきちっ

としておれば、これぐらいの率になるという

のは本来考えにくいと思うんです。その辺、

少し答弁いただけますか。 

 また、大きな２点目といたしましては、橋

本のクリーンセンターが日90ｔの焼却施設規

模を持ってございますので、先ほどもご答弁

させていただきましたが、ダイオキシンの暴

露防止ということで平成13年４月25日以降、

元請けとして国または地方公共団体等が発注

した一般廃棄物焼却施設解体工事、焼却施設

規模日90ｔ以上の施工実績を有すること、と

いうことで、条件として設定させていただい

ております。なおかつ発注金額が１億5,000

万円を超えておりますので、今回制限付とい

うことで、結果的には市内業者は入札条件に

該当しないということで、今回３社に決まっ

たということでございます。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）この橋本クリーン

センターにつきましては、ご質問のとおり落

札率が約59.7％になってございます。これに

つきましては、まず入札を行いまして、11月27

日、第１回の調査者会議を行っております。

調査担当としましては、市の管財課長、検査

員、環境美化センター所長、都市計画課長ほ

か技術担当職員が11月27日に第１回目を行っ

ております。第２回目といたしまして、再

度、12月４日に第２回調査者会議を開催させ
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ていただいております。それから、12月９日

に、この三井住友建設株式会社大阪支店の担

当者を呼びまして、この入札内容につきまし

てヒヤリングも行ってございます。そういう

ことで、入札の中身、橋本市の設計内容の中

身とは慎重に審査をさせていただいてござい

ます。 

 それと、事業者とのヒヤリングの中で確認

もしておりますが、業者からも誓約書もとっ

ております。また、参考資料も付けさせても

いただいておりますけれども、この業者につ

きましては、京都市におきましても、京都市

西部クリーンセンター整備工事、ただし焼却

炉等解体工事の中では日300ｔの焼却施設の

解体工事の実績も持ってございます。そうい

うことで、入札金額の内容なり、実績につい

ては調査なりヒヤリングをさせていただいて

おり、また、業者からも誓約書も徴取させて

いただいて、今回議案として提案させていた

だいたということでございます。 

○議長（中西峰雄君）12番 辻本君。 

○12番（辻本 勉君）この業者の実績とか、

そういうのを聞いとるん違うんですよ。それ

は信頼される業者だと思います。それなりの

ね。三井住友建設ということなので。それじ

ゃなしに、予定価格と入札金額との差があま

りにも大きいということが、高野口もそうで

しょう。二つとも60％を切っているような入

札というのは、市としての試算があまりにも

甘いんじゃないかなと。そうでしょう。そや

から、喜んでおる場合と違うんですよ。こん

なんね、実際60％切っておるから努力して安

う上がったでというような問題ではないんで

すよ。そうでしょう。予定価格というのか、

試算をきちっとしておけば、80％であろう

が90％であろうが、それは金額は妥当なんで

すよ。妥当というか、工事も妥当にされると

思うんですけども、あまりにも試算が悪いと

いうか、そのことによって全体的な落札率も

下がってくるので、ここで、この１億七、八

千万円という、ほんで高野口を入れますと３

億円以上の工事になってくると、そういう大

きな工事で率が極端に下がってくると、市の

全体的な入札率自体も下がってくると思うの

で、上辺はいいですよ。下がってきていいで

すけども、ほんまに当局がやった試算と差が

あり過ぎるのは、どこかに問題がないのかと

いうことを聞いてるので、きちっと設計調査

会もやってきちっとしたんやったら、まあ言

うたら、中身はちょっと違うんやと。当初の

やり方と違うようになってるんかね。そうで

しょう。市が試算したとおりでやっておれば、

こういう極端な60％を切るような入札になる

こと自体が、基本的に考えにくいと僕は思う

んです。きちっとした試算をしておけば、60％

になること自体というのはあまり考えにくい

と思うんですけども、その辺、業者と、契約

者と調査をしたとき、ヒヤリングをしてちゃ

んとしたときに問題点はなかったのかという

ことなので、実績なんか聞いてないですよ。

こんなんは実績あるのわかっとるんやから。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）今回の高野口のク

リーンセンター、それから橋本のクリーンセ

ンターの設計でございますけれども、従来の

設計、実施設計の中は積み上げ方式でござい

ますけれども、これは仕様書発注、性能発注

となってございます。ということで、設計そ

のものが標準設計をもとに積算してございま

す。そういうことで、性能発注になったらど

うなるかといいましたら、業者の見積もりの

自由度が大きくなるということで、計画の部

分まで、ある程度自由度が認められていると

いう状況でございます。 

 ということで、他市の状況も見ましたら、

こういうような解体、特に特殊な解体につき
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ましては性能発注しているところが多いとい

うことで、そういう形で発注させていただき

ました。ということで、自由度が多い中で積

算にかなり差が出てくるということでござい

ます。 

 ということで、決して実施設計が甘いとい

うことじゃなしに、設計につきましては標準

設計で組んでございます。それと発注との差

がこういうふうに出てきやすいのが性能発注、

設計施工に近いような形ですね。設計施工発

注に近付いていくような形になります。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）今、企画部長からご答

弁あったんですけども、ちょっと私も不勉強

なんですが、性能設計と標準設計、ここで価

格に大きく違いが出てくるものなんでしょう

か。それで、まず詳細設計したときには、こ

れは標準設計でしておったと思うんですが、

性能設計をとれば安く上がるのであれば、そ

したらこれ、詳細設計は必要やったんですか

という、なんかそんな話になってくるんじゃ

ないかなと思うんですが、私、あまり専門外

のことなので、かなり勘違いの部分もあるか

とは思うんですが、その辺もご指摘いただい

て、ご説明ください。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）私、新しい答弁さ

せていただいたので、ちょっと混乱するかと

思いますけども、実施設計はやってございま

す。ということで、標準の実施設計という形

になってございます。例えば、具体的に言い

ましたら、数量の拾い出しなんかも標準的な

もので、数量の差があっても変更の対象にな

らないとかいうことで、見積もりと設計が大

きく自由度が生じてくるということでござい

ます。 

 ほかにも特殊なものでしたら、設計施工と

いうような形で発注する場合もございますけ

ども、こんなんは毎年出るものじゃございま

せん。ただ、このダイオキシンの関係する解

体工事ということで、仕様書発注に近い、設

計書も予定価格もあるんですけれども、それ

はあくまでも標準的なものを設計ということ

になってございます。 

 そういうことで、今回の場合、それよりも

ノウハウがあったり、いろいろあるところが

安う上がるということになりまして、こうい

う設計と実際の入札に差異が出やすいという

のが仕様書発注、性能発注の性格でございま

す。そういうことでご理解願いたいというこ

とで、お願いしたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）済いません、ちょっと

非常にわかりづらかった、理解というか、わ

かりづらいんですけども、詳細設計をします

よね。通常でしたら、そこで使う部材がどう

とかで単価表というのがあって、それから拾

い上げていって積み上げていくというのが通

常の標準設計というんでしょうか。それに対

して、今回のはどうなんですか。このダイオ

キシンというのがあって、どの程度除去でき

るのか、完全除去できるものなのかわかりま

せんけれども、とりあえず基準値以下にする

ためには、こうこうこんなことをせないきま

せんとか、そういうことなんですか。要する

に、前にやったやどりの温泉のように、何度

でどれぐらいの量が出たら何ぼ、いくらとか、

そういう成功報酬的なものが入ってるという

ことなんですか。 

 これ、もう一回しか聞けないので、ちょっ

と非常に質問もしづらいんですけれども、も

う一度、今回出した積算といいますか予定価

格、これの算出方法と、実際に落札された業

者、また応札された業者もどれぐらいやった

んでしょうか。これ、59％ですか。あとの２
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社はかなり近い、やっぱり60％台ぐらいで応

札されていたのか、それか、この三井住友が

割と安くで入札されていたんでしょうか。ち

ょっとそこの正当性等も含めて、また、低価

格の調査もされた際に、逆に市にとって、あ

あなるほど、こんなやり方あったんだという

ような、気づかされるような点もあったのか

どうか含めてお願いします。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）説明が不十分なの

かわかりませんけども、こういう発注をする

のは基本的に特殊な工事だけです。例えば、

下水の工事で言いましたら、シールド工事な

んかも、少々の変更についてはしないという

ことで実施設計は組みます。ただ、その条件

として、数量的なものとか伏せているところ

が多いということになります。 

 ということで、標準設計はきっちり組みま

す。その中で、業者の得意な分野ということ

で、そこの部分はかなり下がってくる部分が

あるわけです。そういうことで、焼却場の建

設なんかでもそうですけども、そういう特殊

なものについては、そういう形の仕様書発注

とか性能発注というのが多いです。それより

も全部業者に任せてしまいましたら、設計施

工というような形で発注する場合もございま

す。そういうことでコンペ形式になってくる

場合もございます。 

 ということで、今回の場合、本来のきちっ

と何もかも指示していくような形の発注じゃ

なしに、仕様書の中で必要なところをくくり

まして、それと設計はしますけれども標準設

計ということで、ここのところは対象にしな

いよ、対象にするよということを明確にした

中で発注していくというものでございます。

ということで、こういう発注の仕方というの

は、常々あるものではございません。特殊な

ものについて発注していくというような性格

のものでございます。 

 それと、今回３社応札したわけでございま

すけども、３社のうち２社は低入札の調査対

象の額が入っています。それと、あと１社も

低入札の調査価格が公表してますので、それ

と同じ価格で、基準価格で入っているという

ことで、３社とも従来の入札額よりも低いと

いうことでございます。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）１点お聞きしたいんで

すけども、毎回この低入札のときに、調査と

ヒヤリングとかいうことをできるかどうかと

いう話ですよね。で、行っておられるんです

けども、前から聞きたかったんですけども、

下請けというかいろんな材料、納品業者に対

して、元請けは役所にその調査が入ったとき

に、見積もりとかをとって役所のほうに提出

しますよね。僕、毎回思うんですけども、そ

の見積もりをとってヒヤリング等も行って、

役所がじゃあできると判断、この業者にお任

せしようと、その値段でできると判断したと

きに、いつもその見積もりを出したところと

違うところが納品したりするんですよ。意味

わかりますか。 

 例えば、Ａという業者がその元請けにこの

見積書を出していると。でも、実際納品する

ときは、見積書を出したＡという業者じゃな

くてＢという業者が納品していると。僕、そ

れ一度、役所のほうで確認したんですけども、

役所のほうは、いや、さらにそれよりも安い

ところがきっとあったんでしょう。Ａという

見積書を出したところよりも、きっとその元

請けがＢという安いところを探してこられた

ので、何の問題もありませんよというお話を

されてましたけども、それは、その調査の時

点でその見積書を出して、下請けが元請けに

出したやつを役所が見てるわけでしょう。そ

れは、その納入業者が変わっていたら、まず
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そのヒヤリングの意味もないし、調査の意味

も全くなくなるし。 

 もう一つは、それはもしかしてダンピング

の危険性をはらんでいるん違いますかね。僕、

いつもそれは、常々こういう低入札が起こっ

たときに非常に疑問に思うんですけども、最

初に調査した時点で、役所が判断した材料と

違う業者が納品していることに対して、なぜ、

いつもそれについては、あとは業者サイドの

話なので、それは行政はわかりませんという

話になるんですけども、じゃあ、その調査し

ていることに意味があるんですかね。最初に

調査している意味というのは、何のためにし

ているんですか。これは最低限できるからと

いう確認のためにしているだけなんですかね。

それとも、それ以降は、あとは業者が勝手に

安いところを探してきたらええわという話に

なってしまうんですかね。その辺の、今やっ

ているヒヤリングの意味というのを教えてい

ただけますか。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）先ほど、企画部長

のほうからもご答弁させていただいたかと思

いますが、本件に関しましては、性能発注と

いうことで動いておりまして、調査基準価格

を下回った場合に低入札ということで調査を

行います。これにつきましては、基本的な考

え方といたしましては、設計書どおりに施工

されないおそれがないかどうかということの

調査をさせていただいておるという基本考え

を持ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）答弁がかみ合わないの

で、もう一度、答弁もれで指摘させてもらっ

ていいですかね。 

○議長（中西峰雄君）結構です。 

○１番（岡 弘悟君）今回の場合は、設計書

どおりにできるかどうかという判断かもしれ

ませんけども、でも、例えばこの業者は、そ

の業者である者すべてで自分のところで全部

賄えるんですか。材料とかを一切ほかで買わ

ないんですよね。そういう意味で今おっしゃ

ってるんですか。それやったらその話はわか

るんですよ。僕が言いたいのはそうじゃなく

て、低入札の場合というのは、調査が入った

ときに、その業者がだいたい見積もりを組ん

だ部分に対して、ある程度納品業者っていて

ますよね。材料というか道具もそうですけど

も、レンタルもそうですよね。それに対して

見積もりが入りますよね。でも、例えば、例

えばですよ、その機材のレンタル業者が、Ａ

という業者が見積書を出しているのに、実際

工事が始まったらＢという業者の、まあ言う

たらレンタルが入っておるわけですよ。業者

が変わっておるわけですよね。そういった場

合は、役所は調査の段階でＡという業者の見

積書を見ておるわけですよ。でも、実際現場

になったら、現場が始まったら、その見積も

りとは全く違うＢという会社が入っている場

合に、おかしく感じませんかという話を僕は

しておるんです。じゃあ、そのＡという業者

の見積書を出して、見て、行政はオーケーを

出しておるわけでしょう。それやったらお任

せできますよと。でも、入ったときにはＢと

いう会社が入っておったと。そしたら、その

時点で行政はおかしいと思わなあかんじゃな

いですか。 

 でも、僕はそれを、前に低入札が入ったと

きにいろんな、今回とは違いますよ、聞いた

ときには、いや、業者が安いところを見つけ

てきはったんで、それは業者の自社努力やと

いう話で話が終わってしもうたんですよ。で

も、それは僕はダンピングのおそれがあるん

じゃないんですかという話をしているんです。

つまり、最初に持ってきた見積書を、行政に
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出した見積書を、Ｂというところに持って行

って、Ａという会社はこの値段でやってくれ

ると言うとるぞと言ったら、Ｂというところ

が下げたという話になるの違いますか。それ

も危険をはらんでいるし、それにＡという業

者に対して行政はオーケーを出しているわけ

でしょう。この見積書を見て、いろんな業者

があるけども、その業者の見積書で行政はす

べてを含んでオーケーを出しておるのに、工

事が始まったらほかの下請けというか、レン

タル業者が入っておったら、行政はおかしい

と思わなあかんの違いますか。 

 そしたら、おかしいと思えへんのやったら、

今やっている調査というのは意味がないじゃ

ないですかという話をしておるんですよ。違

いますか。それやったら、そんな見積書を出

させる必要もないし、総額だけ見たら、もう

それでできてしまいますやん。検討する必要

というか、今検討しているのが、もう既に始

まったときには形が変わってるんやったら、

今やってることは何のためにしてるんですか

という話をしておるんです。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）低入札の調査の中

の設計書との整合ですけども、下請け業者の

見積もりまで提出していただいてもらってま

せん。内訳の中、どうなっているかというこ

とで、それと下請けに不払いとか起こさない

かという確約とかを含めて、総合的に判断し

た中でのことでございます。 

 ということで、今言われましたように、安

い場合も高くなる場合もあると思いますけど

も、低入札の段階で下請けから材料から確定

するということではございませんので、それ

と現場施工との整合性というのは確認はして

ございません。そういうことで、その部分に

つきましては、決定的な部分がありましたら

それは必要かと思いますけども、材料の違い

とかいう部分につきましては、工種の違いと

か出てきましたらそういうことはありますけ

ども、低入札の調査と実際の実施との整合性

というのはチェックしてございません。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）これ以上言ってもしゃ

あないとは思うんですけども、実際、この低

入札、これだけじゃなくて起こったときに、

見積書を出せという話は、事実出させてます

よね。僕も、自分のことで言うん違いますけ

ど、自分も商売しておるんで、低入札があっ

た業者から材料の見積書を出してという話は、

実際、結構あるんですよ。行政のほうに出し

ますのでと。別にうちは出すだけなので、別

に買ってもらうとか買ってもらわんとか、そ

んな話は全然ないんですけども、ただ、ほか

の業者からやっぱり聞くのは、毎回市内の業

者で見積もりはとるんやけども、ほかのとこ

ろから、言うたら大阪の安いところから結局

引いてきはるらしいんですわ。それは、僕、

こんな場で言うのが正しいかどうかわからな

いんですけど、やっぱり地元業者育成のため

に、地元業者も低入札という話で一生懸命合

わそうとしてる中で、その見積書を持って大

阪に行ったら、やっぱりさらに安いところが

何ぼでもあるんですよ。だから、それは業者

の競争原理なので、僕はそれは仕方のないこ

とやとは思います。 

 ただ、一点気になるのは、行政としてやる

場合に、やはり行政がダンピングの手助け的

なものをしてはいけないと思います。なぜか

というと、見積もりに関しても、これは県が

設計をしたものに対して、まあ言うたら試算

したものに対して、橋本市もだいたい準じて

試算しているわけじゃないですか。僕、いつ

も疑問に思うのは、それで業者が大阪から、

あとは業者の競争原理が働いて自由やという

んやったら、僕は人件費もすべて大阪、安い
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ところの設計を和歌山県もじゃあ組めという

話になってしまいますやん。それは矛盾して

ますやん。そこは和歌山県の設計は守らなあ

かんという話をして、でも、あとは大阪、ほ

かの競争原理を働かしたらええんやというん

やったら、和歌山県の設計自体が無意味にな

ります。それやったら、もう和歌山県は設計

しなくていいです。橋本市も設計しなくてい

いです。ほかの一番安いところの設計を引い

てきたらええ。そんな話になってしまうので、

その辺はもうちょっと考えていかないと、こ

ういったことでダンピングが起こる危惧があ

りますので、その辺は要望でお願いしておき

ます。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）確認でお尋ねしたい

んですが、確認というか、先ほど12番議員が

質問されていた中では、今回の契約金額の落

札金額はわかるんですが、この落札率という

ものを、以前では工事によったら説明、先ほ

ど市長も説明いただいたんですけども、たし

か落札率がいくらやとかいうふうに明示とい

うか、僕らにわかるように説明していただい

ておったんですけども、高野口のクリーンセ

ンターもそうでしたけども、この落札率の提

示というか、説明が今回はなかったように思

うんですけども、これは提示したりしなかっ

たりというのは、統一性はなぜ当局は持って

いかれないんかなと。僕は、何人か横でちょ

っと話しておったんですけども、落札率の説

明というのは僕ら聞いてないので、どうなっ

てるのかその辺ちょっと教えていただけます

か。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）高野口のクリーン

センターもそうであったんですが、橋本のク

リーンセンターの場合も入札公告を行ってお

ります。その中で、橋本のクリーンセンター

につきましては、細かくは平成21年11月４日

に入札公告を行っておりまして、その中には

工事年度なり工事名、工事場所、工期、工事

概要、それから今ご質問の予定価格（税込み・

税抜き）、それから調査基準価格（税込み・税

抜き）、そういった内容につきましては、事前

に公告をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）落札率については、

今回、議会としまして可決していただきまし

たら、これは当然、公表していく予定でござ

います。今回、まだ議案として審議中でござ

いますので、今現在、ご審議いただいて可決

していただいたら公表させていただく予定に

しております。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君、答弁

もれですか。 

○21番（上久保 修君）はい。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君、答弁

もれ、指摘してください。 

○21番（上久保 修君）指摘させてもらいま

す。 

 以前、僕もずっとこれ、いろいろと工事と

か、いろんな形で議会でも審議してきたんで

すけども、落札率の説明があったときもあっ

たんです。今回みたいにどこの資料を見ても

落札率を明示してないので、我々としてはい

くらで落札したのかということをこの場で審

議せえということが、12番議員が前もって調

べてられたんかわかりませんけども、ほかの

議員はほとんど、これ、知っておるんですか。

僕は知らなかったので、そこら辺をちょっと

聞きたいんですよ。落札率の説明はしなくて

もいいのか。以前は、この議会でも、落札率

何ぼですというて説明であったんです。それ

が今回ないというのはどういうことなのかと

いうふうにお尋ねしているので、それをちょ
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っと聞かせてください。  総務部長。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 ○総務部長（中山哲次君）やはり、今後こう

いった事例の議案が出てくると思いますが、

その点、説明の中で落札率も含めまして詳細

に説明をさせていただきたいということで、

今後、担当課のほうへも指示もさせていただ

きますし、引き継いでまいりたいと思います。 

○総務部長（中山哲次君）私も長いこと入札

担当させていただいておるんですが、議会へ

の提案趣旨説明の中で、落札率を明記して説

明したという記憶は、ちょっと今は浮かんで

きません。 

○議長（中西峰雄君）よろしいですか。ほか

にありませんか。 

○議長（中西峰雄君）19番 中本君。 

○19番（中本正人君）１点だけお伺いしたい

んですけど、長年お世話になってきた地元住

民の人たちに対して、撤去について、またダ

イオキシン等についての説明というのはした

んですか。それを１点お伺いします。 

 ４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）ちょっと理解が間違っ

ているかどうか確認の質問なんですけども、

先ほど企画部長が、裁量性の多いところ、ノ

ウハウの多いところがあって下がる場合があ

ると。今の問題となっているのは、予定価格

と落札が大きいということなんですけども、

例えば、Ａという作業をするときに、標準で

は５かかるとしたときに、その会社ではノウ

ハウを持っていて２でいけるとか、自由度が

大きいということはそういうことなんですか。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）この議会でご承認

いただければ、その業者ともども市と地元説

明をさせていただきます。高野口につきまし

ては、既に説明をさせていただきました。こ

の橋本クリーンセンターの解体についても、

地元に業者が決まったら説明させていただき

ますと、それでいいですという話し合いでご

理解いただいております。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）そういうことでご

ざいます。 ○議長（中西峰雄君）19番 中本君。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 ○19番（中本正人君）一応それを聞いて安心

したんですけども、特に地元住民にしまして

は、やはりダイオキシン問題というのを一番

心配していますので、それを十分納得できる

ように説明してあげてほしいと思いますので、

要望しておきます。 

○21番（上久保 修君）そしたら、こういう

議案が出てくるときに、工事請負の契約の落

札の金額が出てますやんか。もし、今、総務

部長が説明されましたように、そういうこと

であれば、私たちが議案の質問ありませんか

というときに、落札率何ぼでしたかとそうい

うのをいちいち聞かないように、明示してい

ただくことはできますか。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 この際、11番 岩田君の質疑を保留して、10

時45分まで休憩いたします。 

○議長（中西峰雄君）この説明書の中に明記

してくださいということですね。明記できま

せんかということですね。 

（午前10時34分 休憩） 

                     

（午前10時45分 再開） 

 上久保君の質問は、この参考資料の中に、

落札率を事前に記載できないかというただし

でございますので、答弁願います。 

○議長（中西峰雄君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 
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 11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）一番思うことで、先ほ

どからの説明で参加資格とか仕様書、これは

特殊工事であるというのはよくわかるんです

が、入札参加者の中にも市内業者がゼロであ

るという一応結果になっていると。それは、

本人さんらが入札に参加できる資格がなかっ

たのか、仕様書をクリアできなかったから来

てないだけの話やとは思うんですが、金額的

に見ても２億円までの工事なので、60％ぐら

いといったら３億円ぐらいかなとは思うんで

すが、一つ言いたいのは、仕様書とか参加資

格をクリアできる業者を、やっぱり橋本市に

も育てていこうという観点からとらえたとき

に、これが30億円とか40億円の工事やったら、

それは無理やと私らも思うんですが、この間

からの話やったら３億円にしよう、６億円に

しようという、その入札の金額を言うてると

ころからすると、まあ言うたら、育成の観点

というのも私は大事やと思うんです。橋本市

に育成をして、ええ業者ができたら、その業

者が、ほかのこれから起こってくるであろう

他市の解体事業に、入札に参加できるぐらい

の資格になっていったら、結果としてほかで

仕事をして橋本市で雇用を生んだり、お金を

落としたりしてくれるわけですから、長い目

で見るとやっぱりそっちの観点も大事やと思

うんですよ。 

 だから、育成の観点から橋本市はやっぱり

努力してほしいなというのがある。ちょっと

外れるかわかりませんけどね。その努力、入

札だけをとらえると、うちの入札は、まあ言

うたら悪くないと思うんです。公平・公正・

透明性というのもかなりええもんなので、入

札制度自体に文句は言いにくいわ。そやけど、

少なくとも参加、まないたの上に乗れる業者

を市内につくっていこうという方向性という

のは、別の観点で必要やと思うんですよ。そ

れについて、どういうふうに当局はお考えな

のか。たまたまこれ、金額は安いものでした

さかいに特に思ったんですわ。そういう観点

で、ちょっと育成はできないものなのかどう

か答弁願いたいんですが。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）まず、この本議案

に関しましては、ダイオキシンということで

最重要視させていただいて、入札条件を設定

させていただいた結果だということなんです

が、基本的に市内の業者の育成ということに

つきましては、あらゆる分野で、大きくは九

十数パーセント近い、100％に近いと言うたら

語弊ありますが、ほとんど市内業者の入れる

機会といいますか、受注機会の増大について

は以前からも取り組みをさせていただいてお

ります。そういうことで、先般来も国土交通

省のほうからも、下の低い金額では非常に建

設業者も厳しいという指導もある中でも対応

もさせていただいておりますし、その基本姿

勢については、あらゆる機会を通じまして地

元業者育成ということで考えてございます。

今後もその考えは変わってございません。 

 議員ご指摘のとおり、当然、県知事認可と

大臣認可の建設業法の関係はございますけれ

ども、どんどん市内、県外へ出て行って頑張

っていただける機会をつくれるように、まず

は橋本市内の建設公共工事の中で受注機会の

増大を図っていきたいということで、今現在

も取り組んでおりますので、ご理解のほど、

お願い申し上げたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）これ以上言うたら、こ

れは議案からちょっと離れていく離れていく

というふうにぼやかれたらあかんので、もう

言わしてもうたら、要は、私としては今後、

これは建設業のほうも淘汰されていくと思う。

これはいたし方ない、時代の流れかわかれへ
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ん。そやけど、やっぱり自分とこで起こる工

事、どえらい工事でない以外は、やっぱりき

ちんとした技術のある人が地元の工事をする

ということが、一番私は安心なんですよ。そ

の人ら橋本に住んでますからね。逃げれませ

んから。その観点から言うと、いろいろ専門

性であるとかそういう分にしてでも、入札制

度の公平性、透明性とかそんなんはよくわか

るんです。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第33号 工事請負契約の締

結について を採決いたします。 

 それともう一方で、やっぱり今後、完全に

競争原理だけやったら、これは大きいもん勝

ちになるのはもうわかってる。その中で、地

元のきちんとした技術のある業者、いい加減

な業者はこんなもん残ってもらわんでも結構

ですが、ええ業者に残ってもらうというシス

テムづくりとか、自分とこに育成できるよう

な情報を、不当に情報を伝えるのはよくない

けど、こんなん勉強しいよ、あんなん勉強し

いよとかという部分はできるん違うかなとい

うような気がするので、その辺の部分で、や

っぱり育成も観点に入れていただいて、それ

と優秀な業者が残れる環境づくり、これもや

っぱり観点に入れらな、まったくいなくなっ

たという状態も考えれますんでね。その辺も

踏まえて、育成という観点からも考えてほし

いと。これは離れていくので、要望にしてお

きますので、よろしくお願いしておきます。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第33号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 
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